
 

   障 が い 者 虐 待 の 防 止 、 障 が い 者 の 介 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 案  新 旧 対 照 表  
○ 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 高 齢 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ）  （ 抄 ）  

（ 附 則 第 四 条 関 係 ）                                          （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改  正  案  現    行  

 （ 定 義 等 ）  

第 二 条  １ ～ ５ （ 略 ）  

６  六 十 五 歳 未 満 の 者 で あ っ て 養 介 護 施 設 に 入 所 し 、 そ の 他 養 介 護

施 設 を 利 用 し 、 又 は 養 介 護 事 業 に 係 る サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る 障

が い 者 （ 障 害 者 基 本 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 八 十 四 号 ） 第 二 条 に

規 定 す る 障 害 者 を い う 。 ） に つ い て は 、 高 齢 者 と み な し て 、 養 介 護

施 設 従 事 者 等 に よ る 高 齢 者 虐 待 に 関 す る 規 定 を 適 用 す る 。  

 

 （ 定 義 ）  

第 二 条  １ ～ ５ （ 略 ）  

 

  

 

 


